
三重県玉城町における地域公共交通システム1，2

―元気バスの調査報告―
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１．はじめに

　本稿は三重県玉城町の地域公共交通システムの中心であるデマンドバスを紹介し，その特徴を

明らかにすることが目的である。同町で運行されている “ 元気バス ” という名前のデマンドバス

は幾つかの特徴を有している。利用者の立場から見ると，運賃が無料である点や，完全デマンド

型でありながら，自宅の玄関先ではなく，町内各地に稠密に設けられたバス停で乗降車する点な

どである。また，運行主体の立場からすると，社会福祉協議会が運行主体である点が挙げられる。

そして，予約受付運行のシステムとして有名な NTT 東日本製を採用していない点である。同町

では，東京大学大学院で開発されたアルゴリズムを，順風路（じゅんぷうじ）株式会社が商品化

したシステムを本格的に採用している。さらに，高齢者の安心 ･元気な町づくりのために購入し

た機器をデマンドバスの運行にも活用している点も挙げられる。こうした点が他の多くの自治体

のデマンドバスと比べて珍しい点であり，興味深い。そこで玉城町で運行されているデマンドバ

スを本稿で紹介する。

　玉城町は昭和３０年４月に田丸町，東外城田村，有田村（湯田・妻ヶ広を除く）が合併して誕生

した町であり，三重県度会郡に属する。さらに昭和３１年９月に下外城田村を編入する一方で，昭

和３２年４月には粟野区域を伊勢市へ境界変更した。その後，平成の大合併と呼ばれる合併ブーム

が生じた際には，合併協議会に参加したものの，合併に参加せず，現在に至っている。

　玉城町は三重県中部にあり，東を伊勢市に，西を多気町に，北を明和町に接している。玉城町

は伊勢平野の南部にあり，南部は丘陵地帯であるが，多くは平野である。この地形は完全デマン

ド型のデマンドバスを運行するのに適した地形である。図１に玉城町の地図を載せてある。町は

農業振興地帯であるが，電機メーカーのパナソニック電工，鍵の美和ロック，そして京セラの関

連会社などもある。こういった会社へ通勤する従業員のため，朝夕は道路が混雑する。

　町の中心であり，JR参宮線の田丸駅のある田丸は，古来より陸上交通の要地である。大和を

結ぶ初瀬街道と熊野街道がここで合流した後，伊勢に通じていた。現在も県道１３号線（熊野街道）

１　三重県玉城町を２０１３年１２月に視察した際には，玉城町社会福祉協議会の西野公啓事務局長に大変お世話にな
りました。この場を借りてお礼申し上げます。

２　本研究は山形大学人文学部の平成２５年プロジェクト研究支援（研究課題：運行システムからみたデマンドバ
スの調査と研究，研究代表者：砂田洋志）を受けている。
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が町の中央部を横断し，最終的に松阪市と鳥羽市を結ぶ県道３７号線と合流して伊勢市とつながっ

ている。田丸町の南部を伊勢自動車道が横断しており，玉城 ICにより町内と接続している。伊

勢自動車道は松阪市，県庁所在地である津市と連絡するほか，東名阪自動車道を通じて中京地区

を代表する名古屋市，新名神高速道を通じて京都市とも連絡している。

　町の面積は約４１㎢であり，平成２５年１０月末現在，人口は１５,５９３人，世帯数は５,５５５世帯である。

平成１２年の人口が１４,２８４人であるから，地方にありながらも人口が減少しない町である。平成２２

年度の高齢化率は２２.７％と発表されている。全国平均が２３.０なのでほぼ同じくらいと言えよう。

町の広報誌によれば，平成２５年度の一般会計予算は約６２億円，特別会計は約３１億円，企業会計は

約３４億円である。平成２４年度の財政力指数は０.５８である。

　以後，第２節でデマンドバス導入前の状況，第３節で導入の経緯，そして第４節でデマンドバ

スの仕組みを説明する。第５節で利用状況，第６節で安心・元気な町づくり事業との連携につい

て紹介する。最後の第７節を結びとする。

２．デマンドバス導入以前の状況

⑴　路線バスの運行状況

　地元のバス会社である三重交通の運行する路線バスにより，伊勢市と玉城町内は結ばれていた。

伊勢市内からは県道３７号線と県道１３号線を経由して玉城町内に乗り入れていたが，乗車率が低下

したため，平成８年３月末日に三重交通の路線バスの一部（野中線）が廃止された。

出所：三重県玉城町社会福祉協議会の視察用パワーポイント資料
図１　玉城町の地図
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⑵　福祉バスの運行状況

　玉城町では，バス路線の一部が廃止された後，平成９年から病院や買い物へ行く高齢者のため

に“福祉バス”という無料の路線バスの運行を始めた。町が所有する２９人乗りのマイクロバスを

２台利用して，３路線（外城田方面，田丸・下外城田方面，有田方面，バス停数は５３箇所）を運

行させていた。運行便数は１日１９便であり，平成２１年度には年間約２７,０００人が利用していた。事

前登録などは不要なものの，５３箇所のバス停を順番に経由するので長時間の乗車となり，１便あ

たりの平均乗客数は４.５人と少なかった。そのため，“からバス”，あるいは“空気バス”と呼ばれ，

住民からの評判が悪かった。しかし，この事業には１年間に約１,０００万円（燃料代と人件費）が

支出されていた。

　平成２１年１１月以降，福祉バスに加えて，デマンドバス１台を運行させた。平成２２年８月にデマ

ンドバスを２台運行させるのに伴い，田丸・下外城田方面の福祉バスを廃止して，１日１０便にし

たところ，利用者は３割減少した。最終的に平成２３年１月からは保険福祉会館と伊勢市小俣図書

館を結ぶ路線のみを残して他の路線を廃止して，デマンドバスに切り替えた。

３．デマンドバス（元気バス）の導入とその効用

⑴　デマンドバスの導入の経緯

　前述したとおり，路線バスの一部路線が廃止された後に導入された福祉バスは使い勝手が悪く

て乗客は少なかったため，平成２１年１１月以降は福祉バスに加えて，元気バスという名前のデマン

ドバス１台を運行させることにした。ここからデマンドバスの運行が開始された。平日の午前９

時から午後５時まで運行され，バス停は８３箇所であった。乗車可能なのは町民のうち，６５歳以

上または身体障害者と定められた。しかし，平成２２年４月には年齢制限を撤廃した上，バス停

を１１５箇所に増やした。そしてインターネットや携帯電話からの予約も可能にした。平成２２年８

月以降，福祉バスの路線を１つ減らしたのに伴い，バス停を１２７箇所に増やした上で，デマンド

バスを２台運行させることにした。そして一部地域で土日も運行させ始めた。同年１１月以降，デ

マンドバスを３台体制にするとともに，全域で土日も運行させることにした。平成２３年１月以降，

福祉バスは一部路線を残して，デマンドバスへ移行した。町内の公共交通は福祉バスからスター

トして，使い勝手を良くするように改良されてきた。その最終形が，元気バスという名のデマン

ドバスを中心とした地域公共交通システムである。

　玉城町は福祉バスの乗車率が低いことを問題視していたが，その解決のためにデマンドバスを

導入することに当初は消極的であった。というのもデマンドバスは運行管理が難しいと考えたか

らである。オペレータによって運行経路が作成される場合，オペレータに土地勘や高度な経路生

成能力が要求される。これらが満たされないと時間遅れのトラブルが発生することや，オペレー

タによる運行管理の上手さに差のあることが分かっていたからである。こうした時期に東京大学

大学院で予約受付運行システムが研究されていること，さらに滋賀県守山市で既に実証実験をし
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ていたことを知り，福祉バスからデマンド型交通への移行調査分析に協力してもらうことになっ

た。この予約受付運行システムではコンピュータを用いて運行経路を考案するため，人間と違っ

て常に同じ水準の運行経路を提案してくれる。ただし，定時性を優先するため，利用者を自宅ま

で迎えに行かずに，自宅や目的地の近くのバス停で乗り降りさせなくてはならない。このシステ

ムを採用した玉城町のデマンドバスは，タクシーと差別化されているので，地元のタクシー会社

である田丸タクシーと住み分けることができているようである。

⑵　デマンドバスが生み出した交通サービス

　玉城町と伊勢市の間を結ぶ路線バスの減便を契機に，町内の移動手段として平成９年から福祉

バスを導入した。さらに，交通サービスの一層の向上を目指して，平成２１年１１月から福祉バスに

加えてデマンドバスを導入し，さらに平成２３年１月からデマンドバスに一本化した。

　減便された路線バスが提供してきたのは，町内から伊勢市までの交通サービスであり，デマン

ドバスによって代替できるのは町内を運行する部分だけである。しかし，減便直後に導入された

福祉バスと比較すれば，デマンドバスによって新たに大きな交通サービスが提供されるように

なった。つまり，利用者の希望する時間に町の全域を移動できる交通サービスが全町民に無料で

提供されるようになった。しかし，デマンドバスを運行するには，福祉バスに支出されてきた

１,０００万円よりも高額な運行費用（約２,０００万円）が支出されている。なお，運行費用については

後で評価する。

４．デマンドバスの仕組み

４．１　運行形態

⑴　運行範囲と運行時間

　玉城町の全域を運行範囲とするが，前述したとおり稠密に設けられたバス停（現在は１５７箇所）

で乗り降りする。福祉バスのバス停が５３箇所であったのに対して，デマンドバスのバス停は３倍

近くに増加している上，町内に６８区ある全ての自治区を網羅している。多くのデマンドバスのよ

うに，自宅の玄関口まで来るのでは，時間が不正確となる場合が起こりうるので，自宅ではなく

てバス停での乗り降りにしている。福祉バスは全ての停留所を経由して目的地に向かうが，デマ

ンドバスは利用者のいる停留所しか経由しないので，乗車時間が短くて済むのである。

　運行日は年始年末を除く毎日である。運行時間は午前９時から午後５時までである。

⑵　運転手と車両

　現在，ワゴン車３台をリース契約で調達してデマンドバスを運行している。デマンドバスを撮

影した写真が図２である。車両を購入する自治体も多いが，玉城町の場合は利用した補助金の性

格上，物品の購入が認められなかったためリース契約で車両を調達している。車載器は賃借であ

三重県玉城町における地域公共交通システム――砂田
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る。水曜日は２台体制，月 ･火 ･木 ･金は３台体制，土日は１台体制で運行している。玉城町で

はこのほかに研修バスとスマイルバスが運行されている。スマイルバスとは，高齢者向けのバス

である。研修バスとは，社会福祉協議会の事業及び行政からの依頼に対して運行するバスである。

デマンドバスで利用する車両はマイクロバスでなく，ワゴン車であるため，道幅の狭い道路も円

滑に運行可能である。また環境に対する負荷もマイクロバスと比べて小さい。

　７人の運転手を社会福祉協議会の臨時雇い職員として雇用している。７人の中の３人がデマン

ドバスの運転を担当している。地元のバス会社の定年退職者を中心に採用している。

⑶　事業主体

　全国的には，自治体，商工会，社会福祉協議会の何れかがデマンドバスの事業主体となってい

る場合が多い。安曇野市では社会福祉の一つとしてデマンドバスを捉えているため，社会福祉協

議会が事業主体となっている。また，デマンドバスで有名な旧小高町では，デマンドバスを導入

する目的の一つに中心市街地の活性化も掲げていたこともあり，商工会が事業主体となっていた。

玉城町では高齢者の移動支援を福祉政策の一つと考えて，町（担当は生活福祉課）が事業主体，

そして社会福祉協議会が運行主体となってデマンドバスを運行している。予約受付センターは社

会福祉協議会が入居している玉城町保健福祉会館内にある。

　運行経費の財源として，民主党政権時代の平成２１年から同２３年度の間は「三重県ふるさと雇用

再生特別基金事業市町等補助金」を利用していた。この補助金は緊急雇用対策を目的とする補助

金のため，基本的に備品の購入が認められていなかった。そのため，車両をリースで調達してい

る。ちなみに補助金が終了した平成２４年度以降，運行経費は町の一般財源から支出されている。

図２　元気バスに使用されるワゴン車
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４．２　利用方法

　デマンドバスは事前に会員登録した者が利用できる。登録は無料で，会員登録票に氏名，住所，

電話番号，暗証番号といった必要事項を記入して，予約受付センターへ提出するだけである。予

約受付センターの内部の様子を写した写真が図３である。利用料金であるが，福祉バスと同様に

無料である。多くのデマンドバスの利用料金は３００円前後の有料であることを考えると，これは

珍しい。

　デマンドバスを利用する場合，利用者は利用する日時の２週間前から３０分前までの間に，以下

に示す４通りの方法の何れかで予約する。第１の方法は予約センターへ電話を掛け，オペレータ

と話しながら予約する（土日祝日を除く）方法である。PCが不慣れな利用者の代わりにオペレー

タが情報を予約受付運行システムに入力する。第２の方法はインターネットを利用して予約する

方法である。第３の方法は独自アプリを使ってスマートフォンから予約する方法である。予約画

面を図４に示してある。第４の方法は，町内４３箇所に設置されているタッチパネル型簡易予約端

末から予約する方法である。デマンドバスの専用カードをセンサー上において個人認証をした後，

タッチパネルを押して予約する。予約が完了すると予約情報が記載された紙が印刷されるので乗

車時まで所有する。この端末を図５に示してある。何れかの方法で予約すると，予約受付状況が

予約受付センターにある予約受付画面上に出力される（図６参照）。そして利用者の乗車場所と

降車場所，乗車時間といった予約情報，そして最適な運行経路がデマンドバスに車載されたタブ

レットやナビゲーションシステムを通じて運転手へ伝達される。

　ドライバーは表示された最適な運行経路に従って運行する。しかし経験が十分にある運転手に

図３　健康福祉会館内部にある予約受付センター

三重県玉城町における地域公共交通システム――砂田
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なると，表示された順序や経路を参考した上で自分が最適と考えた順序で運行することもあるよ

うである。コンピュータでは交通渋滞や道路工事，乗降ドアが車体の左側にあることなどまでは

考慮できないからである。乗車，あるいは降車させた後に，車載されたタブレットのディスプレ

イをタッチして，乗車や降車させたことを入力する。その情報はタブレットのディスプレイに表

示されるとともに，予約受付センターに送信される。タブレットの画面を写した写真が図７，車

内のナビゲーションシステムの写真が図８である。

図４　スマートフォンの予約画面

図６　予約受付センターの予約受付画面

図５　ＡＴＭのように扱える予約用の端末機器

図７　車載されているタブレットの画面
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４．３　デマンドバスの運行経費

　デマンドバスの運行に必要な経費の概略を表１に示しておいた。玉城町では車両を１台当り年

間６０万円のリース契約で調達し，ドライバーは社会福祉協議会の臨時雇い職員として雇用してい

る。また予約受付運行システムのハードとソフトの両方を賃借している。当初，財源としていた

補助金では物品の購入を認めなかったためである。

　人件費であるが，１台のデマンドバスからスタートしたので，当初は低額であったが，近年は

１,０００万円強に落ち着いている。燃料費は路線拡大に伴い，増加したものの，近年は２００万円強に

落ち着いている。車載器やサーバー等の賃借料として年間，３８０万円前後が支払われている。こ

の３年間の最終的な支出総額は毎年２,０００万円前後で推移している。

４．４　予約受付運行システムなどについて

　予約・受付の仕組みを紹介したのが図９である。サーバーをクラウド方式にしてある。利用者

がオペレーターを通じて，あるいは端末から自分で希望する利用条件を計算システムに入力する

と，過去の履歴を保存したデータベースへアクセスして，最適な運行経路や乗降者の時刻が出力

される。その情報が予約受付センターのオペレータあるいは，利用者の端末へ伝達される。利用

者が提示された利用条件を了承し，予約が完了すると予約情報はデマンドバス内の車載器へ無線

で送信されて運転手へ伝達される。

　玉城町では，東京大学大学院で開発されたアルゴリズムを，順風路㈱が商品化した予約受付運

行システムの“コンビニクル”を採用した。福祉バスからデマンドバスへの移行するにあたり，

図８　車載されているナビゲーションシステムの画面
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東京大学大学院に調査を依頼していたことに加え，“コンビニクル”という予約受付運行システ

ムではデマンド型交通を一つのシステムとして捉えてモデル化した上で予約などのアルゴリズム

が考案されていること，この２つが，“コンビニクル”を採用した理由のようである。

　“コンビニクル”のアルゴリズムは，予定到着時間に遅れないように設計されている点が特徴

である。

　このシステムでは，サーバーをクラウド形式にしているため，買い取りではなくサーバー運営

費を徴収する形式にしている。また，車載器なども貸し出されている。そのため，サーバーや車

載器といったハードウェアを購入することもないので，備品を従来のように自前で揃える必要が

無い。システム（ハード・ソフト）を買い取る必要が無いという料金システム（サービス購入型

表１　デマンドバスの運行経費

年　度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度（予算）

人 　 員
運転手１名，
オペレータ１名

運転手１名
→２名→３名，
オペレータ３名

運転手３名，
オペレータ３名

運転手３名，
オペレータ１.５
名

運転手３名，
オペレータ１.５
名

人 件 費 ２,０９９,６９７ ６,５１１,００６ １２,６７６,７１１ １０,２２０,２９３ １１,５０２,０３９
燃 料 費 １１９,０１３ ８６９,０００ ２,００４,９６２ ２,１８９,５３８ ２,２９８,１６４
業 務 委 託 料 ５９６,８００ １,９２７,０００ ２,４０５,８８５ １,４８０,２９２ １,６１８,５１２
損 害 保 険 料 ２４,１４９ ３０２,９７０ ２８５,９５０ ５６４,１４０ ７９７,０５０
賃 借 料 ５５０,９８０ ２,３７４,９９５ ３,９１６,０８０ ３,７０１,８８０ ３,８０４,０３１
上記の項目以外 ３８８,２１６ ７１３,２００ ２,０８５,３４５ １,３７５,６６６ １,１１０,４９５
合 　 計 ３,７７８,８５５ １２,６９８,１７１ ２３,３７４,９３３ １９,５３１,８０９ ２１,１３０,２９１

注：上記以外の項目とは，福祉厚生費，消耗品費，印刷製本費，通品運搬費，租税公課費などである。
出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料を変更

出所：玉城町社会福祉協議会の視察用パワーポイント資料
図９　予約・受付の仕組み
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と呼ばれている）は，玉城町が財源とした補助金の制約条件と適合している。　

　デマンドバスの運行を円滑に進める上で必要なタッチパネルやスマートフォンは，平成２２年度

に総務省により採択された「情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金事業，通称：ICTふる

さと元気事業」の補助金を用いて購入された。玉城町は，同補助金を利用して，ICTを利活用

した安心 ･元気な町づくり事業を行っており，その事業として，外出支援サービス，安全見守り

サービスと安全情報配信サービスがある。タッチパネルは外出支援サービスと安全情報配信サー

ビス，スマートフォンは安全見守りサービスと安全情報配信サービスを実施するための備品とし

て購入された。

５．デマンドバスの利用状況

５．１　デマンドバスの利用者の推移

　デマンドバスの年間利用者数と１日の平均利用者数の推移を年度別にまとめたのが表２である。

平成２１年度の利用者数は，運行期間が１１月４日からの５ヶ月間であるとともに，福祉バスも運行

していることもあり，大変少なかった。その後，福祉バスの路線が廃止される一方で，デマンド

バスを利用しやすくしたため，平成２２年度は利用者が大きく増加した。町内だけを運行する福祉

バスが廃止され，３台体制となった平成２３年度は，前年度までと比べて大幅に利用者が増加し，

導入後の最大値となっている。平成２４年度と同２５年度は若干減少したものの，２万６千人強で安

定している。図１０に月別の利用者数の推移を示してある。運行開始から利用者数は増加し，平成

２３年３月に月間利用者が２,０００人を超え，２,２２０人となった。この後，月間利用者数は約２,０００人

から２,５００人の間で推移している。

　表２から，月～金曜日における１日の平均利用者数（祝祭日を除くとともに，年始年末の運休

期間も除く）は，デマンドバスの導入後間もない平成２２年度に４８.２１人であったが，平成２３年度

以降は９０人を越えており，平成２２年度の２倍弱の利用者数となっている。デマンドバスの認知度

が上がるとともに，バス停やバスの台数を増やしたりするといった利用振興策を講じた効果が現
表２：年間利用者数（人）

年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度
利用者数 １,４４７ １２,６４４ ２７,２３６ ２６,２９１ ２６,２９６

１日の平均利用
者数（全曜日）

注１, 注２
１４.１９ ５７.７３ ７６.０８ ７３.２３ ７３.８７

１日の平均利用
者数（月～金） 

注３
１４.９２ ４８.２１ ９４.８３ ９０.６９ ９３.３６

稼働日数 １０２ ３１７ ３６０ ３５８ ３５６

注１：１日の平均利用者数（全曜日）は、祝祭日を含めるが、年始年末の運休期間を除いて計算。
注２：平成２２年度の１日の平均利用者数（全曜日）は１１月末以降のデータで計算してある。
注３：１日の平均利用者数（月～金）の計算では、祝祭日と年始年末の運休期間を除く。
出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料をもとに作成
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れてきたと考えられる。

　全曜日における１日の平均利用者（祝祭日を含めるが，年始年末の運休期間を除く）は平成２３

年度以降で７０人以上である。なお，平成２２年度の値は，１１月末から町内の全域で土日の運行が開

始されたので，１１月末以降のデータで計算してある。つまり，デマンドバスの認知度が低い，平

成２２年１１月末までのデータを利用していない。一方，月～金曜日における１日の平均利用者数は

平成２２年度の全てのデータを用いて計算されている。だから，平成２３年度以降と異なり，月～金

曜日の平均利用者数の方が少ないのであろう。

　曜日別の平均利用者数を計算した結果が表３である。平日では，火曜日と金曜日の利用者が多

く，水曜日が少ない。そして，週末と休日の利用者が少ない。デマンドバスは，生活交通として

利用されるほか，高齢者が保険福祉会館で開催される通所型の介護予防教室へ出掛ける手段とし

ても利用されている。この教室は火曜日と金曜日に開催されるので，火曜日と金曜日は利用者が

多くなると考えられる。一方，地元の温泉施設（アスピア玉城）や診療所は水曜日を休みにする

ところが多い。このため，水曜日の利用者が少ないと考えられる。そこで，デマンドバスも２台

体制にしている。週末や休日であるが，家族と同居する高齢者は休日や週末は家族と一緒に買い

物を済ませるため，利用者数が減少すると予想される。

５．２　デマンドバスの利用目的

　平成２３年度から同２５年度の乗降者数の合計人数が多いバス停について調べたのが表４である。

平成２５年度の順位を左端に示してある。上位５つのバス停は，平成２３年度から同２５年度までの間，

平成２３年度の第４位と第５位が平成２４年度と同２５年度で入れ替わっただけで，大きな変化はない。

　第１位の玉城町保険福祉会館は社会福祉協議会が入居する建物であるほか，デマンドバスの予

出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料をもとに作成　　　　　　　　　　　　
図１０　元気バスの月別の利用者の推移（人）
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約受付センターが設置されているためデマンドバスの拠点にもなっている。前述したとおり，高

齢者が保険福祉会館で開催される通所型の介護予防教室へ出掛ける手段としてもデマンドバスを

利用するので，乗降者数が多いのであろう。第２位の「アスピア玉城」には温泉保養施設（玉城

弘法温泉）に加えて，公園や農産品売り場などがあり，高齢者から広く利用されている。第３位

は玉城病院（５０床）である。町の介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」が併設されている。第４

位は食品スーパーのグッディ玉城店である。隣接する保健福祉会館で介護予防事業に参加した後

に，買い物を済ませて帰宅する高齢者が多いことも乗降数が多い理由の一つであると考えられる。

第５位はJR玉城駅であり，松阪市や隣接する伊勢市へ出掛けるために利用していると考えられる。

以上から，デマンドバスは買い物や通院，保健事業への参加等に利用されていることがわかる。

　玉城町保険福祉会館では通所型の介護予防事業を行っており，その参加者数の推移を示したの

が，図１１である。なお，右側の縦軸の目盛は参加者数全体のための目盛である。一方，左側の縦

軸の目盛は個々の事業の参加者数のための目盛である。元気バスが運行開始された平成２１年度と

比べて同２４年度の参加者数の合計が４倍以上に急増していることが分かる。

　平成２６年１１月２３日付の日本経済新聞では，無料で乗車できるデマンドバスが運行されたことに

よって，このバスを利用して介護予防事業へ参加する高齢者の増えたことが医療費の増大を抑え

ていると報道されている。記事によれば，三重県内の医療費が１％程度増加しているのに対して，

玉城町はほぼ横這いということである。また，玉城町が運行費用を全て負担しても，医療費が節

表４　バス停（乗降場所）の利用人数（上位５地点）

順位（平成２５年度） 乗降場所 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度
１ 保健福祉会館 １２,７０９ １０,４７７ ９,８７２
２ アスピア玉城  ７,４９５  ６,６０８ ５,９８２
３ 玉城病院  ３,２４１  ３,０２３ ２,８３４
４ グッディ玉城店  １,４０２  １,５１８ １,５４８
５ 元町　JR玉城駅  １,４４４  １,１３４ １,２３９

出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料をもとに作成

表３　曜日別平均利用者数（人）

年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度
月曜日 ３６.８２  ７９.９８  ７９.８９  ８２.３５
火曜日 ６３.８６ １１８.５５ １０９.７６ １１２.９０
水曜日 ３５.０４  ６３.０６  ６６.５０  ６３.１０
木曜日 ４１.６５  ８７.６７  ８５.６０  ８９.４５
金曜日 ６２.１４ １２４.２９ １１０.０２ １１８.６３
土曜日 ２７.８８  ４２.２８  ４３.１０  ３８.０８
日曜日 １９.９４  ３０.４９  ２９.５６  ２４.９４
休日  ５.３６  ３７.３６  ３３.２９  ３１.１３

注 ：平成２２年度は同年１１月末から町内全域で土日に運行するようになったので、土曜日と日曜日の平均利用
者数は１１月末以降の値である。

出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料をもとに作成
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約できればかえって安上がりという談話が掲載されていた。社会福祉協議会が元気バスの事業主

体となることによって，元気バスを通院や買い物だけでなく，社会福祉協議会で開催される介護

予防事業へ参加する手段として活用したことが上手く作用した結果と考えられる。

５．３　デマンドバスの登録者数

　表５に示した通り，登録者数は平成２５年３月現在で１,１５５人である。登録者数は増加し続けて

いる。死亡者や町外への転出者も登録者には含まれているものの，登録率は約７％である。これ

は長野県飯綱町（約６０%），東御市（約１６％）や安曇野市（約２６%）と比べてかなり低い。表６

に示した通り，登録者は７０歳以上の町民が多く，全体の７０％を超えている。

　地区別にみると，表７に示した通り，登録者の町内の地域別の内訳は１３％から４１％の間である。

最高値は町中心部の田丸地区の４１.２％であり，最低値は下外城田地区の１３.３％である。田丸地区

と外城田地区で全体の約７割となる。平成２４年３月末における調査では，男女比は男性が２８.０%，

女性が７２.０%となっている。

出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料を一部変更　　　　　　　　　　　　
図１１　通所型介護予防事業への参加者数の推移

表５　登録者数の推移（人）

年度 平成２１年度末 平成２２年度末 平成２３年度末 平成２４年度末
登録者数 ４３９ ８６５ １,０５３ １,１５５

出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料

表６　年齢別登録率（%）

年代 ２０歳未満 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代以上
登録率 ５.６ ０.８ ２.８ ４.０ ３.９ １１.０ ３５.７ ３６.４

注：平成２４年３月末
出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料

－79－

山形大学人文学部研究年報　第12号（2015．３）６７－８２



５．４　デマンドバスへの評価

　デマンドバスに対する評価について調べた結果が表８に示してある。玉城町の場合，自宅で乗

降できないが，この点に関する不満はないようである。自宅で乗降できるデマンドバスを経験し

ていないために一般の路線バスとの比較となる上，バス停を１５７箇所も設けているので自宅や目

的地の近くで乗り降りできるから，利用者は不便を感じていないようである。また，自分で決め

た時間に利用できることへの評価も高い。

　その一方，簡易な予約方法の導入を含め，多様な予約方法を備えているにもかかわらず，毎回

予約することに不便を感じているようである。

表８　便利な点と不便な点

便利な点 割合（%） 不便な点 割合（%）
自宅近くで乗れる ４８.２ 毎回予約 ４３.２
自由な時間に乗れる ２５.０ 特になし １５.９

目的地に近い ２１.４ バス停が少ない １１.４
環境 ３.６ 目的地が限定 ９.１

特になし １.８ バス停が分かりにくい ９.１
―――――――― ―― 予約が埋まっている ６.８
―――――――― ―― 時間が不定期 ４.５

出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料

図１２　スマートフォンの画面

表７　登録者の地域別の内訳（%）

地区 田丸地区 外城田地区 有田地区 下外城田地区 町外
登録率 ４１.２ ２６.８ １４.０ １３.３ ４.９

注：平成２４年３月末
出所：玉城町社会福祉協議会の提供資料

三重県玉城町における地域公共交通システム――砂田

－80－



６．安心 ･ 元気な町づくり事業との連携

　玉城町では，総務省に採択された「ICTふるさと元気事業」の補助金を用いて，平成２２年度

に ICTを利活用した安心 ･元気な町づくり事業を行っている。この事業は以下の３つに分ける

ことができる。

　⑴　外出支援サービス

　⑵　安全見守りサービス

　⑶　安全情報配信サービス

　⑴の外出支援サービスとは，スマートフォンの配布やタッチパネル型簡易予約端末（図５参照）

を多数設置することを通じて，デマンドバスに乗車して高齢者が外出しやすくするためのサービ

スである。図１２に元気バスの予約にも利用可能なスマートフォンの画面の写真を載せてある。次

に，⑵の安全見守りサービスとは，緊急時に誰かが駆けつけてくれるサービスと，安否確認のサー

ビスである。前者は，スマートフォンのボタンを押すことで，事前に指定しておいた者へ緊急時

ボタンが押されたことを連絡するとともに，デマンドバスのオペレータから利用者へ安否確認の

電話が掛けられ，タッチパネルが設置されている店舗から誰かが駆けつけるというサービスであ

る。後者は，事前に指定した規則に従い，利用者の安否確認をするサービスである。最後に，⑶

の安全情報配信サービスとは，防災情報や防犯情報をスマートフォンやタッチパネルへ配信する

サービスである。こうした事業のために購入した機器をデマンドバスの運行にも活用している。

７．結　　　び

　三重県玉城町では，路線バスの一部廃止を契機に福祉バスの運行を開始した。その福祉バスの

利便性を高める中でデマンドバスが導入された。玉城町のデマンドバスの特徴は，（１）自宅へ

の送迎でなく，あくまでもバス停での乗降すること，（２）利用料金が無料であること，（３）社

会福祉協議会が運行主体であること，（４）NTT東日本製の予約受付運行システムを利用してい

ないこと，（５）高齢者の安心・元気な町づくりの機器を活用していること，である。

　平成２３年１月に福祉バスからデマンドバスへ完全に切り替えられた後，デマンドバスは順調に

運行されている。平成２４年度は，１,９５３万円の経費で年始年末以外，毎日運行されている。運行

経費であるが，燃料費として約２２０万円，人件費として約１,０２２万円，ハードウェア等の賃貸料と

して約３７０万円等が支払われる。年間２,０００～２,３５０万円の経費で完全デマンド型のデマンドバス

が運行されることは，今後，デマンドバスの導入を構想する自治体にとって良い参考例となるで

あろう。

　玉城町では，社会福祉協議会が運行主体であることを生かし，元気バスを通院や買い物だけで

なく，社会福祉協議会が開催する介護予防事業へ参加する手段としても活用した。このことによっ

て後期高齢者の医療費の増加を抑制できるならば，利用料金を無料にしても導入した価値は十分

－81－

山形大学人文学部研究年報　第12号（2015．３）６７－８２



にあったと考えられる。

　デマンドバスの運行方法は幾つかある。導入を検討している自治体は，自らの置かれた状況に

もっとも適切な方法で導入することが望まれる。この点で玉城町のデマンドバスはとても参考に

なると考えられる。
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